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【6.6.2.10】米国における意匠を対象にした権利状況調査                             

 

 

 

 

 

1）調査ツールの選択                                                                

米国における意匠は、米国特許商標庁（以下、USPTO）に直接出願するルートとハーグ協定を経由

するルートが存在する。上記いずれのルートを経由しても米国国内において審査を経て登録となった意匠

については、USPTO が提供する PatFT と権利状況を調べる Public PAIR (Patent Application 

Information Retrieval)、欧州連合知的財産庁（以下、EUIPO）が提供する DesignView、ま

たは世界知的所有権機関（以下、WIPO）が提供する Global Design Database を使って調査す

ることができる。 

米国における意匠制度において存続期間の更新制度はなく登録日から 14年 （2015年 5月 13日

以降の出願に関しては登録日から 15 年）が権利存続期間である。登録後は、再審査

（Reexamination）などで無効化されない限り、上記の期間経過後に権利消滅となる。したがって、

まず意匠権が生存しているか否かを確認する前提として権利存続期間が経過しているかを確認すれば

良く、この確認は登録日さえ把握できれば判断できるため、上記のいずれのツールを用いても権利存続

期間は確認できる。 

しかしながら、さらに再審査などの状況を確認するためには、上記の Public PAIR以外の３つのデータベ

ースには審査経過の情報や登録後の再審査などの動きについても情報が収録されていない。今回は個

別案件ごとに審査経過情報や登録後の再審査の動きを確認可能な USPTO が提供する Public Pair

を利用した事例を紹介する。 

 

2）検索事例                                                                       

Public Pairの検索画面は下記 URLから接続することができる。 

http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair 

 

自社製品に近い米国意匠を発見した。意匠権の侵害を懸念し

ている。まずやっておくべきことは何か？ 

Q 

http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair


pg. 2 
 

 

 

◆調査目的および対象意匠 

調査対象例として下記の調査目的および対象意匠を設定した。 

 

 

 

◆実践編 

米国意匠の権利状況の確認を行うために、Public Pair にアクセスし、初期画面に表示されたキーワード

を入力すると、以下のような検索画面が表示される。 

 

調査目的：開発した商品のデザインに類似する米国意匠が発見された。権利状況を確認する 

対象意匠：D730,922 

 

 

次に進むには、表示されたキーワード（この画面

では、Extra Levers）を入力する必要がある。 

１

２

３

４

５

６
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＜検索項目の解説＞ 

1 出願番号 4 PCT番号 

2 管理番号 5 公開番号 

3 特許番号 6 国際意匠登録番号 

これらの検索項目を選択し、上記入力欄に番号を適宜入力することで、所望の米国意匠の権利状況

を確認することができる。 

 

調査事例 ＜権利状況調査＞ 

例えば米国意匠の D730,922 について権利状況を確認する場合、「Patent Number」を選択し、以

下のように入力し、「Search」をクリックする。 

 

 

意匠番号を入力し検索を実行すると、下記のような検索結果画面が表示される。 

 

 

上記の画面では権利状況を表す「Status」において「Patented Case」と記載されているが、下記表に
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示すように、米国における登録済みの意匠の Statusは「Patented Case」のみしか存在せず、権利期

間が超過している意匠（すでに失効している意匠）においても「Patented Case」と表示されるため、こ

の表示だけで権利状況を確認することはできない。 

 

米国における登録済み意匠の権利状況 

Patented Case 登録済 

 

米国意匠は登録料を支払うと権利期間満了まで権利維持年金を支払う必要がなく、権利期間は、

2015年 5月 13日より前に出願されたものは登録日から 14年、2015年 5月 13日以降に出願さ

れたものは登録日から 15年である。 

 

したがって、調査対象の意匠の権利が存続しているかどうかは、意匠の出願日と登録日を確認する方法

が適当である。この意匠の場合、出願日が 2012 年 11 月 30 日であり、登録日が 2015 年 6 月 2

日であるため、2029年 6月 2日に権利抹消となることがわかる。 

 

なお、例えば日本の無効審判に相当する登録後の再審査(Reexamination)の有無については、前

述した権利状況を表す「Status」では確認できず、下記の「Transaction History」または「Image 

File Wrapper」でも確認ができないが、「Continuity Data」のタブの有無を確認する方法が存在す

る。 

 

「Continuity Data」のタブは分割出願、継続出願、または再審査が存在する場合にのみ表示される。 

本件では以下に示すように、「Continuity Data」のタブが存在しないため、再審査は存在していないと

判断できる。 

 



pg. 5 
 

 

 

なお、参考のため再審査が行われている例を紹介する。 

再審査行われているケースでは、以下に示すように「Continuity Data」のタブが存在しており、さらに

「Child Continuation Data」において再審査の出願番号であることを示す「90/」から始まる出願番号

が存在する。 

 

 

再審査の結果を確認するには、「Continuation Data」において出願番号「90/012,884」をクリックす

ると以下に示すような検索結果画面が表示され、「Status」が「Response after Non-Final Action 

Entered(or Ready for Examination) 」、つまり「非最終指令書後の応答済（または審査官の応

答待ち）」であることが確認できる。さらなる状況確認には「Transaction History」 または 「Image 

File Wrapper」を確認するのが有用である。 
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なお、米国意匠の再審査における主な権利状況は下記表のとおりである。 

 

米国における再審査における権利状況 

Response after Non-Final Action 

Entered (or Ready for Examiner 

Action) 

非最終指令書後の応答済（または審査官

の応答待ち） 

Reexamination Certificate Issued 再審査証明書の発行 

 

「Reexamination Certificate Issued」、つまり、「再審査証明書の発行」である場合は、再審査が

終了している事が確認できる。再審査の結果を確認する場合は、発行された再審査証明書の内容を

必要がある。 

 

◆まとめ 

USPTO が提供する Public Pair を利用すれば、意匠番号などを手がかりに、書誌情報を確認すること

ができる。ただし、ステータス情報は権利期間が超過しても「Patented Case」と表示され続けるため、権

利期間を特許日から計算し確認することが必要である。 
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米国における意匠の権利状況を調べるには、USPTO が提供する Public Pair

を利用することが良い。 

ステータス情報は権利期間が超過しても「Patented Case」と表示され続けるた

め、権利存続の有無は、出願日および登録日から権利期間を計算し確認するこ

とが必要である。 

Point 


